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国
家
戦
略
特
別
区
域
諮
問
会
議
の
民
間
議
員
の
見
解
に
関
す
る
質
問
主
意
書

六
月
十
三
日
、
政
府
の
「
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
」
（
議
長
・
安
倍
首
相
）
の
民
間
議
員
を
務
め
る
八
田
達
夫
氏
ら
が
内

閣
府
で
記
者
会
見
し
、
加
計
学
園
の
愛
媛
県
今
治
市
に
お
け
る
獣
医
学
部
新
設
に
つ
い
て
、
「
政
策
判
断
、
規
制
改
革
の
プ
ロ

セ
ス
に
は
一
点
の
曇
り
も
な
い
」
と
述
べ
、
選
定
が
「
加
計
あ
り
き
」
と
の
主
張
に
反
論
を
行
っ
た
（
以
下
、
「
本
会
見
」
と

い
う
。
）
。

本
会
見
に
関
連
し
て
、
政
府
の
見
解
を
確
認
し
た
い
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

本
会
見
は
内
閣
府
で
行
わ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
本
会
見
は
政
府
の
見
解
を
代
弁
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
で
よ

い
か
。
本
会
見
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

本
会
見
は
議
長
で
あ
る
安
倍
総
理
の
指
示
の
下
で
行
わ
れ
た
も
の
か
。
そ
れ
と
も
民
間
議
員
の
方
々
の
独
自
の
判
断
で
、

安
倍
総
理
は
全
く
関
知
せ
ず
に
行
わ
れ
た
も
の
か
。

三

本
会
見
で
示
さ
れ
た
、
「
総
理
か
ら
獣
医
学
部
の
新
設
を
特
に
推
進
し
て
ほ
し
い
と
の
要
請
は
一
切
な
か
っ
た
」
と
い
う

見
解
は
事
実
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

政
府
の
「
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
」
の
民
間
議
員
は
、
い
わ
ゆ
る
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
よ
い

一



か
。

五

政
府
の
「
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
」
の
民
間
議
員
は
、
そ
の
個
別
具
体
的
な
事
案
の
審
議
内
容
に
つ
い
て
、
守
秘
義
務

を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

六

五
に
関
連
し
て
、
政
府
の
「
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
」
の
民
間
議
員
は
、
そ
の
個
別
具
体
的
な
事
案
の
審
議
内
容
に
つ

い
て
守
秘
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
総
理
か
ら
獣
医
学
部
の
新
設
を
特
に
推
進
し
て
ほ
し
い
と
の
要
請
は

一
切
な
か
っ
た
」
と
い
う
非
公
知
の
行
政
運
営
上
の
プ
ロ
セ
ス
を
流
出
さ
せ
る
こ
と
は
違
法
で
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。

七

六
に
関
連
し
て
、
「
総
理
か
ら
獣
医
学
部
の
新
設
を
特
に
推
進
し
て
ほ
し
い
と
の
要
請
は
一
切
な
か
っ
た
」
と
い
う
非
公

知
の
行
政
運
営
上
の
プ
ロ
セ
ス
を
上
司
の
許
可
が
あ
れ
ば
、
外
部
に
流
出
さ
せ
て
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
の
議
長
で
あ
る
安
倍
総
理
が
許
可
し
た
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

二


